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政策会議付議事案書（平成３０年１０月２３日） 

提案課名 行政経営課・消防総務課 

報告者名 小泉 康男・三代 茂一 

事案名 秦野市職員の定数に関する条例の一部を改正することについて 資料 有 

目
的

・
必
要
性 

 超高齢社会における救急需要の増加への対応とともに、現東名高速道路の管轄に加

え、平成３２年度に予定されている新東名高速道路開通に伴い、秦野ＩＣ（仮称）を起

点とし、下り線は御殿場ＩＣ（仮称）までの区間を、上り線は伊勢原北ＩＣ（仮称）ま

での区間を、本市が新たに管轄することになります。 

また、新東名高速道路の管轄は、上下線合わせて３８キロメートルあり、その出動等

により市域の救助体制が手薄となることから、大根・鶴巻方面の消防力強化を図る必要

があります。 

そのため、西分署に救急小隊を増隊するとともに、鶴巻分署に救助隊兼務の消防小隊

を配置するなどの消防本部の再編により、「消防の職員」を１２人増員するに当たり、

秦野市職員の定数に関する条例の一部を改正します。 

経
過

・
検
討
結
果 

【経過】 

平成３０年 ５月 「平成３０年度定員管理及び組織・執行体制基本方針について」を

策定 

行財政経営最適化委員会において「平成３０年度定員管理及び 

組織・執行体制基本方針について」を報告 

【検討結果】 

組織改正も見据え、他の執行機関の定数は改正せず、消防のみ純増とします。これに

より市全体の定数は、１，１１２人となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 また、平成３１年度に消防職の増員を前提とした採用を行うため、平成３０年第４回

定例会に上程し、施行期日は平成３２年４月１日とします。 

※詳細については、「資料 秦野市職員の定数に関する条例の一部改正について」を参

照 

職員に係る部局の区分 定数【現行規定】 定数【改正案】 

市長の事務部局の職員 ７１０人 ７１０人 

教育委員会の職員 １０５人 １０５人 

選挙管理委員会の事務局の職員 ４人 ４人 

監査委員の事務局の職員 ４人 ４人 

農業委員会の事務局の職員 ５人 ５人 

消防の職員 １８９人 ２０１人（＋12） 

水道事業及び公共下水道事業の企業職員 ７３人 ７３人 

合計 １，０９０人 １，１０２人 

合計（議会事務局込み） １，１００人 １，１１２人 

 

議題 ○ 
議題 １ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

１ 消防の職員に係る定数について、１８９人から１２人増員し、２０１人とすること。 

 

２ 秦野市職員定数条例の一部改正案を本年１２月定例会に提出し、施行期日を平成 

３２年４月１日とすること。 

今
後
の
取
扱
い 

平成３０年１１月 行財政経営最適化委員会への報告 

         改正条例の議案を上程（施行期日は、平成３２年４月１日） 

平成３１年度   増員に応じた消防職職員の採用 

平成３２年度   西分署に救急隊を増隊するほか、消防本部の再編を実施 
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秦野市職員の定数に関する条例の一部改正について 

 

平成３０年１０月２３日 行政経営課 

                              消防総務課 

１ 改正の概要 

  超高齢社会における救急需要の増加への対応とともに、現東名高速道路の管

轄に加え、平成３２年度に予定されている新東名高速道路開通に伴い、秦野Ｉ

Ｃ（仮称）を起点とし、下り線は御殿場ＩＣ（仮称）までの区間を、上り線は

伊勢原北ＩＣ（仮称）までの区間を、本市が新たに管轄することになります。 

また、新東名高速道路の管轄は、上下線合わせて３８キロメートルあり、そ

の出動等により市域の救助体制が手薄となることから、大根・鶴巻方面の消防

力強化を図る必要があります。 

そのため、西分署に救急小隊を増隊するとともに、鶴巻分署に救助隊兼務の

消防小隊を配置するなどの消防本部の再編により、「消防の職員」を１２人増員

するに当たり、秦野市職員の定数に関する条例の一部を改正します。 

なお、組織改正も見据え、他の執行機関の定数は改正せず、消防のみ純増と

します。これにより市全体の定数は、１，１１２人となります。 

  また、平成３１年度に消防職の増員を前提とした採用を行うため、平成３０

年第４回定例会に上程し、施行期日は、平成３２年４月１日とします。 

 

２ 改正の内容案 

  第２条第１項の定数に係る規定の改正案は、次のとおり。 

職員に係る部局の区分 定数【現行規定】 定数【改正案】 

市長の事務部局の職員 ７１０人 ７１０人 

教育委員会の職員 １０５人 １０５人 

選挙管理委員会の事務局の職員 ４人 ４人 

監査委員の事務局の職員 ４人 ４人 

農業委員会の事務局の職員 ５人 ５人 

消防の職員 １８９人 ２０１人（＋12） 

水道事業及び公共下水道事業の企業職員 ７３人 ７３人 

合計 １，０９０人 １，１０２人 

合計（議会事務局込み） １，１００人 １，１１２人 

資 料 
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【参考】平成３０年度職員配置数との比較 

職員に係る部局の区分 配置数 定数【改正案】 

市長の事務部局の職員 
６７９人 

※定数外５人 
７１０人 

教育委員会の職員 
１００人 

※定数外１人 
１０５人 

選挙管理委員会の事務局の職員 ２人 ４人 

監査委員の事務局の職員 ４人 ４人 

農業委員会の事務局の職員 ４人 ５人 

消防の職員 
１８９人 

※定数外１０人 
２０１人 

水道事業及び公共下水道事業の企業職員 ７０人 ７３人 

合計 

１，０４８人 

※定数外１６人 

【実人員１，０６４人】 

１，１０２人 

合計（議会事務局込み） 
１，０５８人 

【実人員１，０７４人】 
１，１１２人 

 

※「定数外」について 

 秦野市職員の定数に関する条例第２条第２項の規定により、次に掲げる職員は

定数外とするものです。 

 (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定により育児休

業をしている職員 

 (2) 秦野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第１項の規定

により派遣されている職員 

 (3) 国、他の地方公共団体等に派遣されている職員 

 (4) 消防学校での初任の教育訓練を受けている消防の職員 
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西分署第一消防隊
（１1人）

消防隊
（７人）

救急隊
（４人）

西分署第一消防隊
（１5人）

消防隊
（７人）

救急隊
（４人）

救急隊救急隊救急隊救急隊
（（（（４人４人４人４人））））

鶴巻分署第一消防隊
（１1人）

消防隊
（７人）

救急隊
（４人）

西分署第二消防隊
（１1人）

西分署第二消防隊
（１5人）

鶴巻分署第二消防隊
（１1人）

鶴巻分署第一消防隊
（１3人）

消防隊消防隊消防隊消防隊
（９人）（９人）（９人）（９人）

救急隊
（４人）

鶴巻分署第二消防隊
（１３人）

３ 消防組織改正案の概要 

 

 (1) 西分署の救急隊を増隊（８人増員）  

            

 現現現現    在在在在                                                    平成３０年１０月１日現在、西分署の部隊人員配

置状況は、消防隊１隊７人（課長代理１人含む）救

急隊１隊４人の１１人体制となっており、２４時間

勤務の２交代で運用し合計２２人が配置されていま

す。    

合計 ２２人 

平成３２年度平成３２年度平成３２年度平成３２年度 

救急需要の増加及び新東名高速道路における

災害への対応を強化するため、平成３２年４月

１日から、同分署に救急隊１隊を増隊し、消防

隊１隊７人（課長代理１人含む）救急隊２隊８

人の１５人体制とし、８人増員の合計３０人配

置とします。 

           合計 ３０人 

 

 

 (2) 鶴巻分署の消防隊を救助兼務隊に変更（４人増員） 

現現現現    在在在在                

平成３０年１０月１日現在、鶴巻分署の部隊

人員配置状況は、現在の西分署と同様に２２人

が配置されています。 

   合計 ２２人 

平成３平成３平成３平成３3333 年度年度年度年度          本市が新東名高速道路において、管轄する区域が

長距離になるため、市内に１隊のみである救助隊の

出動により市域の救助出動体制が手薄となることを

想定するとともに大根・鶴巻方面の消防力強化も見

据え、救助隊兼務の消防隊を配置し、消防隊１隊９

人、救急隊１隊４人の１３人体制とし、４人増員の

合計２６人配置とします。 

合計 ２６人 

※第二消防隊の部隊編成は、第一消防隊と同様とする。 
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政策会議付議事案書（平成３０年１０月２３日） 

提案課名 市民税課、資産税課 

報告者名 加藤 正芳、大津 真知子 

事案名 秦野市市税条例の一部を改正することについて 資料 有 

目
的

・
必
要
性 

平成２８年度税制改正及び平成３０年度税制改正により地方税法が改正され、これ

に伴い、市税条例に次のとおり改正の必要が生じたものです。 

【平成２８年度税制改正に伴うもの】 

(1) 地方法人課税（法人事業税及び法人市民税）の偏在是正を目的に、消費税率 

１０パーセントへの引上げに合わせて、地方税法に定める法人市民税法人税割の

標準税率が引き下げられることから、条例で定める税率を引き下げるもの 

(2) 消費税率１０パーセントへの引上げに合わせて、自動車取得税が廃止されると

ともに、自動車税及び軽自動車税に環境性能割が導入されることから、軽自動車

税に係る軽減税率について条例に規定するもの 

※上記２点に係る法律改正については、消費税率引上げ時期の見直しに伴い、平成 

３１年１０月１日に施行されるもの 

【平成３０年度税制改正に伴うもの】 

固定資産税に係る地域決定型地方税特例措置（わがまち特例）について、制度の延

長、廃止等の見直しが行われ、本市で導入するもののうち次の３項目について条例上

必要な改正を行うもの 

ア 汚水又は廃液処理施設（特例率の見直し） 

イ 特定有害物質の排出等抑制施設（特例措置の廃止） 

  ウ 再生可能エネルギー発電設備（特例率の見直し） 

経
過

・
検
討
結
果 

【法律の公布等の経過】 

１ 平成２８年 ３月３１日 「地方税法等の一部を改正する法律」公布 

２    同年１１月２８日 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改

正する法律等の一部を改正する法律」公布（消費税率引

上げ時期の変更に伴い、改正法施行時期延期） 

３ 平成３０年 ３月３１日 「地方税法等の一部を改正する法律」公布 

議題 ○ 
議題 ２ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

次に掲げる事項を定めるため、秦野市市税条例及び秦野市市税条例施行規則の一部

を改正すること。（詳細は、資料のとおり） 

１ 法人市民税法人税割の税率を標準税率と同率に引き下げること。 

２ 車体課税の見直しによる軽自動車税の環境性能割の導入等に伴い、次のとおり改 

正すること。 

 (1) 環境性能割に係る減免等及び過料について規定すること。 

 (2) 従来の軽自動車税の名称を種別割に改めること。 

３ 本市で導入する固定資産税の地域決定型地方税特例措置（わがまち特例）のう

ち、次の３項目について改正すること。 

(1) 汚水又は廃液処理施設の特例率を２分の１（参酌基準どおり）とすること。 

(2) 特定有害物質の排出等抑制施設に係る特例措置を廃止すること。 

(3) 再生可能エネルギー発電設備に係る特例率を参酌基準どおりの割合とすること

（資料のとおり）。 

４ 軽自動車税種別割の減免規定について、個人の対象を障害の級数・程度に応じて

区分し、法人の対象を拡充すること（規則規定事項）。 

今
後
の
取
扱
い 

平成３０年１１月  条例改正について議案提出 

     １２月  改正条例の公布（法人市民税及び軽自動車税については平成 

３１年１０月１日、その他は公布の日又は平成３１年４月１日か

ら施行） 

          税制度改正周知(広報紙、ホームページ等) 

平成３２年 ４月  改正施行規則の施行 
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地方税法の改正に伴う市税条例の改正概要 

                       平成３０年１０月２３日 

                         市民税課、資産税課 

１ 地方法人課税の偏在是正による法人市民税の税率の引下げ 

（1） 改正の概要 

平成３１年１０月に予定されている消費税率１０％への引上げに合わ

せ、地方税法に定める法人市民税法人税割の税率が引き下げられ、引下げ

相当分は、地方自治体間の税収の偏在を是正するため、地方法人税として

国税化されます。 

これに伴い、条例で定める本市の法人税割の税率を標準税率と同率に改

正するものです。（施行日は、平成３１年１０月１日） 

（2） 税率 

法人の区分 

（資本金等の額） 

法人税割 
差 

現 行 改正後 

１ 億 円 未 満  ９.７％ ６.０％ 
△３.７ 

ポイント 
１億円以上５億円未満 １０.９％ ７.２％ 

５ 億 円 以 上  １２.１％ ８.４％ 
 

〔本市における法人市民税申告法人の内訳〕 

資本金の額 

申 告 区 分 

合 計 
均等割のみ申告 

均等割・法人税

割を申告 

１億円未満 １，９３２ ７８１ ２，７１３ 

1 億円以上 5 億円未満 ３８ ７４ １１２ 

５億円以上 ４６ １６３ ２０９ 

合 計 ２，０１６ １，０１８ ３，０３４ 
 

（3） 適用日 

平成３１年１０月１日以後に開始する事業年度から適用します。 

 (4) 改正による市税への影響額（見込み） 

年 度 
金  額 

(平成２９年度は決算額) 
平成２９年度との差額 

平成２９年度 １，３６１，０９４千円 ― 

平成３２年度 １，１０９．９６７千円 △２５１，１２７千円 

平成３３年度 ８８４，１１６千円 △４７６，９７８千円 

   ※ 改正後の税率に基づく予定申告による納税は、平成３２年５月から、

確定申告による納税は平成３２年１１月から影響が出るもの。 

資料 
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２ 車体課税の見直しによる軽自動車税の環境性能割の導入 

（1） 改正の概要 

平成３１年１０月に予定されている消費税率１０％への引上げに合わ

せ、県税である自動車取得税が廃止されるとともに、自動車税及び軽自動

車税において、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する「環境性

能割」が導入されます。環境性能割は、環境性能に応じた税率区分を適用

し、軽自動車の取得価格を課税標準額として登録時に取得者に課税される

ものです。 

これに伴い、条例における軽自動車税に係る規定を改正するものです。 

なお、当分の間、自動車税環境性能割（県税）と合わせて、県が賦課徴

収等の事務を行うため、課税免除等の規定を県内統一の規定とします。 

また、毎年納税する従来の軽自動車税は、「種別割」に名称が変更になり

ます（施行日は、平成３１年１０月１日）。 

 

〔軽自動車課税のイメージ図〕 

ア 環境性能割（取得者課税）  

 

 

 

 

 

 

 

イ 種別割（所有者課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現 行】 【平成３１年１０月～】 

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税環境性能割環境性能割環境性能割環境性能割    

（（（（市市市市    税税税税））））    

県 

（賦課徴収） 
軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車にににに係係係係るるるる    

自動車自動車自動車自動車取得税取得税取得税取得税    

（（（（県県県県    税税税税））））    

※※※※県県県県からからからから交付金措置交付金措置交付金措置交付金措置ありありありあり    

徴収金 

市 

徴収 

取扱費 

【現 行】 【平成３１年１０月～】 

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税    

（（（（市市市市    税税税税）））） 

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税種別割種別割種別割種別割    

（（（（市市市市    税税税税））））    
名称変更 

※対象車両、税率等は変更なし。 
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（2） 環境性能割の適用条件及び税率 

 車 種 区 分 
環境性能割の税率 

自家用 営業用 

① 電気自動車、天然ガス自動車 

非課税 非課税 
② 乗用車 

平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成 

かつ平成 32 年度燃費基準＋10％達成車 

③ 貨物車 
平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成 

かつ平成 27 年度燃費基準＋20％達成車 

④ 乗用車 

平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成 

かつ平成 32 年度燃費基準達成車 

(又は平成 22 年度燃費基準＋50％達成車) 
１％ ０.５％ 

⑤ 貨物車 

平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成 

かつ平成 27 年度燃費基準＋15％達成車 

(又は平成 22 年度燃費基準＋44％達成車) 

⑥ 乗用車 平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成 

かつ平成 27 年度燃費基準＋10％達成車 

(又は平成 22 年度燃費基準＋38％達成車) 
２％ 

１％ 

⑦ 貨物車 

⑧ 上記以外の車 ２％ 

※１ 貨物車は、車両総重量２.５トン以下のトラック 

※２ 自家用の⑧及び営業用の④～⑧は、当分の間の税率 
 
 〔自動車取得税と環境性能割における軽自動車の税率比較〕 

【現 行】（自動車取得税）  【平成 31 年 10 月～】（環境性能割） 

車種区分 
税率  

車種区分 
税率 

自家用 
営業用 

自家用 営業用 

電気自動車、天然ガス自動車等 
非課税 

電気自動車、天然ガス自動車 

非課税 

平成 30 年
排出ガス
基準 50％
低減達成 

又は 
平成 17 年
排出ガス
基準 75％
低減達成 

かつ 

平成32年度燃費基準 
＋40％達成車 

平成 17 年
排出ガス 
基準 75％
低減達成 

かつ 

平成 32 年度燃費基準 
＋10％達成車 

平成32年度燃費基準 
＋30％達成車 

0.4％ 

平成32年度燃費基準 
＋20％達成車 

0.8％ 

平成32年度燃費基準 
＋10％達成車 

1.2％ 

平成32年度燃費基準 
達成車 

1.6％ 

平成 32 年度燃費基準
達成車又は 

平成 22 年度燃費基準 
＋50％達成車 

1％ 0.5％ 

上記以外 2％ 

平成 27 年度燃費基準 
＋10％達成車又は 

平成 22 年度燃費基準 
＋38％達成車 

2％ 
1％ 

上記以外 2％ 

例１）平成３２年度燃費基準+１０％達成車（自家用新車）を１００万円で取得 
自動車取得税 １２,０００円 ⇒ 環境性能割 非課税 

例２）平成３２年度燃費基準達成車（自家用新車）を１００万円で取得 
    自動車取得税 １６,０００円 ⇒ 環境性能割 １０，０００円 
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（3） 適用日 

平成３１年１０月１日以降に取得された３輪以上の軽自動車から適用

します。 

（4） 軽自動車税の課税免除等を県内統一の取扱いとする改正 

ア 環境性能割 

賦課徴収等の事務を県が行うことに伴い、円滑な事務執行のため、環

境性能割に係る課税免除（非課税）及び減免について、県内統一の取扱

いとすることが不可欠なことから、県が賦課徴収等の事務を行う間は、

県の規定に合わせることとするものです（施行日は、平成３１年１０月

１日）。 

イ 種別割 

環境性能割の創設を機に、市税条例施行規則に定める軽自動車税の種

別割に係る減免の取扱いを変更するものです。 

個人については、これまで障害者手帳の交付を受けていれば減免対象

としていましたが、本市の福祉施策において、移動手段に係る助成（タ

クシー利用券、自動車燃料費）対象を、障害の級数、程度に応じて区分

しており、種別割においても、歩行が困難で自動車を使用せざるを得な

い方に限って減免対象とすべきこと、及び県内他市の多くが、現行の軽

自動車税に係る減免の取扱いを県の自動車税に係る減免の取扱いと同

様に、障害者の級数、程度に応じて区分していることから、本市におい

ても障害の級数及び程度に応じて減免対象とするものです。 

また、法人については、対象を拡充するものです（施行日は、平成 

３２年４月１日）。  

(5) 過料の設定 

   環境性能割に係る不申告等に関し、１０万円以下の過料を科すものです。 

 (6) 環境性能割の創設に伴う市税等への影響額（見込み） 

現 行 改正後 

 

 

 

 

（自動車取得税交付金） 

      １６４，２７３千円 

（環境性能割徴収金）  

２８，１１５千円

（環境性能割徴収取扱費） 

       △１，４０６千円 

（自動車税環境性能割交付金） 

１３５，１７８千円 

（計） １６４，２７３千円…(Ａ) （計）１６１，８８７千円…(Ｂ) 

差額（Ａ）－（Ｂ）＝△２，３８６千円 
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 (7) 今後、対象とする種別割の減免対象について 

個人 

①身体障害者 

 視覚（１級から３級まで及び４級の１）、聴覚（２級及び３級）、

平衡機能、音声機能又は言語機能（３級）、上肢（１級及び２級）、

下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能のうち

上肢機能（１級及び２級）、乳幼児期以前の非進行性能病変による

運動機能のうち移動機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼ

うこう又は直腸の機能、小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能、肝臓機能 

②戦傷病者 

 視覚及び聴覚（特別項症から第４項症まで）、上肢（特別項症か

ら第３項症まで）、下肢及び体幹（特別項症から第６項症まで及び

第１款症から第３款症までの各款症相当する障害の程度）、その他

（特別項症から第４項症まで） 

③知的障害者（Ａ） 

④精神障害者（１級） 

法人 
社会福祉事業を行う社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人

及びＮＰＯ法人等 
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３ 固定資産税の地域決定型地方税特例措置（わがまち特例）の改正 

国が一律に定めていた地方税の特例措置の内容を地方自治体の条例で決

定できるようにするという趣旨から導入された、固定資産税の課税標準の特

例措置（わがまち特例）について、法改正による制度の見直し又は廃止に伴

い、条例を改正するものです（施行日は、いずれも公布の日）。 

（1） 汚水又は廃液処理施設 

ア 改正の概要 

水質汚濁防止法に規定する、特定施設等を設置する工場又は事業場の

汚水・廃液を処理するための施設に係る特例率を改めるものです。 

現 行 改正後 

特例率 参酌基準 特例率 参酌基準 

３分の１ 

３分の１を参酌し

６分の１から２分

の１の範囲内 

２分の１ 

２分の１を参酌し

３分の１から３分

の２の範囲内 

イ 取得期間 

平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

ウ 適用期限 

なし 

（2） 特定有害物質の排出等抑制施設 

土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資す

る施設に係る特例措置を廃止するものです。 

特例率 参酌基準 取得期間 

２分の１ 
２分の１を参酌し３分の２

から３分の１の範囲内 

平成２８年４月１日から

平成３０年３月３１日ま

でに取得した設備 
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（3） 再生可能エネルギー発電設備 

ア 改正の概要 

既存の対象施設等の区分を見直し、電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備及び附

属設備を追加するものです。 

イ 対象設備及び特例率 

対象設備 
現 行 改正後 市税 

条例 区分 特例率 参酌基準 区分 特例率 参酌基準 

① 

太陽光 

発電設備 

10KW 以上 

自家消費型 
２／３ 

2/3 を参酌し

1/2 から 5/6

の範囲内 

1,000KW 

未満 
２／３ 

2/3 を参酌

し 1/2 から

5/6の範囲内 

附則 

第 25 項 

② 
1,000KW 

以上 
３／４ 

3/4 を参酌

し 7/12 か

ら11/12の

範囲内 

附則 

第 30 項 

③ 
風力 

発電設備 

1 万 KW 

以上 
２／３ 

2/3 を参酌し

1/2 から 5/6

の範囲内 

20KW 

未満 
３／４ 

3/4 を参酌

し 7/12 か

ら11/12の

範囲内 

附則 

第 31 項 

④ 
20KW 

以上 
２／３ 

2/3 を参酌

し 1/2 から

5/6の範囲内 

附則 

第 26 項 

⑤ 
水力 

発電設備 

3 万 KW 

以上 
１／２ 

1/2 を参酌し

1/3 から 2/3

の範囲内 

5,000KW 

未満 
１／２ 

1/2 を参酌

し 1/3 か

ら 2/3 の

範囲内 

附則 

第 32 項 

⑥ 
5,000KW 

以上 
２／３ 

2/3 を参酌

し 1/2 から

5/6の範囲内 

附則 

第 27 項 

⑦ 

地熱 

発電設備 

1,000KW 

以上 
１／２ 

1/2 を参酌し

1/3 から 2/3

の範囲内 

1,000KW 

未満 
２／３ 

2/3 を参酌

し 1/2 から

5/6の範囲内 

附則 

第 28 項 

⑧ 
1,000KW 

以上 
１／２ 

1/2 を参酌

し 1/3 か

ら 2/3 の

範囲内 

附則 

第 33 項 

⑨ 
バイオマス 

発電設備 

2 万 KW

以上 
１／２ 

1/2 を参酌し

1/3 から 2/3

の範囲内 

1 万 KW 

未満 
１／２ 

1/2 を参酌

し 1/3 か

ら 2/3 の

範囲内 

附則 

第 34 項 

⑩ 

1 万 KW 

以上 2万

kW 未満 

２／３ 
2/3 を参酌

し 1/2 から

5/6の範囲内 

附則 

第 29 項 

※ 特例率とは、固定資産税の課税標準額を減額するための優遇措置で、 

評価額に特例率を乗じて得た金額が課税標準額となる。 
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ウ 取得期間 

平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

エ 適用期限 

平成３１年度課税分以後、新たに固定資産税が課税されることとなっ

た年度から３年度分 

 

４ その他所要の改正 

条文の整理等移動が生じた引用条項を改めるものです（施行日は、公布の

日又は平成３１年４月１日）。 

 


